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○利根町立学校給食運営協議会設置要綱 

令和６年３月２６日 

教委告示第３号 

（設置） 

第１条 利根町立小学校及び利根町立中学校（以下「学校」という。）の学校給

食運営を適正かつ円滑に実施し，児童及び生徒の体力向上を図るため，利根町

立学校給食運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（協議事項） 

第２条 協議会は，次に掲げる事項を協議し教育委員会に内申するものとする。 

(1) 給食費に関する事項 

(2) 給食物資購入に関する事項 

(3) その他学校給食に関し重要な事項 

（委員） 

第３条 協議会の委員は，次に掲げる者をもって組織する。 

(1) 学校長 

(2) PTA代表 

(3) 学校の栄養士 

(4) 学校の調理師（ただし，各学校における定員は１名とし，毎年４月１日

に学校長が指名する者） 

(5) 学校教育課長 

(6) 町民 

（任期） 

第４条 委員の任期は，委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし，再任

を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に，会長及び副会長を置く。 

２ 会長は，利根町校長会（以下「校長会」という。）の会長をもってあて，協

議会の会務を総括し，会議の議長となる。 

３ 副会長は，校長会の副会長をもってあて，会長を補佐し，会長に事故がある
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とき又は欠けたときは，その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会は，必要に応じて会長が招集する。 

２ 協議会は，委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決す

るところによる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は，学校教育課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，協議会の運営に関して必要な事項は，会

長が別に定める。 

附 則 

この告示は，令和６年４月１日から施行する。 
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○利根町学校給食弁当代替者対応補助金交付規則 

令和５年８月２９日 

教委規則第１９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，利根町立小中学校に通学する児童又は生徒（以下「児童

等」という。）のうち，アレルギー等を理由として学校給食の代替弁当を持参

している児童等の保護者に対し，給食費相当額の補助金を予算の範囲内におい

て交付する利根町学校給食弁当代替者対応補助金（以下「補助金」という。）

に関して，利根町補助金等交付規則（平成５年利根町規則第４号）に定めるも

ののほか，必要な事項を定めるものとする。ただし，補助金の交付について

は，利根町立小中学校の給食費が無償となっている期間に限る。 

（補助対象者） 

第２条 補助金対象者は，町内小中学校に在籍し，次の各号のいずれかに該当す

る者とする。ただし，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１３条の規

定による教育扶助を受けている世帯の児童等の保護者を除く。 

(1) 食物アレルギーに関する医師の証明があり，学校給食において完全弁当

対応をしている児童等の保護者 

(2) 食物アレルギーに関する医師の証明があり，学校給食において弁当対応

をしており，牛乳のみ提供を受けている児童等の保護者 

(3) その他教育長が特に必要と認めた児童等の保護者 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は，児童等１人につき利根町給食費条例施行規則（令和２年

教委規則第２号。以下「施行規則」という。）第６条において定める額を１月

あたりの上限とする。ただし，施行規則第７条の規定に該当するときは，日額

で計算し，補助金の額から除くものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，前条第２号に該当する者は，前項の額から施行規

則第１０条第３項の規定に基づき算出した牛乳代金を控除して得た額を上限と

する。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする児童等の保護者は，教育長が別に定める
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期日までに利根町学校給食弁当代替者対応補助金交付申請書兼請求書（様式第

１号）に掲げる書類を添えて，教育長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定等） 

第５条 教育長は，前条の規定による申請があったときは，その内容を審査の

上，交付の可否を決定し，利根町学校給食弁当代替者対応補助金交付（不交

付）決定通知書（様式第２号）により当該申請者に通知するものとする。 

２ 教育長は，前項の規定により補助金の交付を決定したときは，当該申請者に

補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第６条 教育長は，前条の規定による通知を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）が次の各号のいずれかに該当するときは，補助金の交付決定を取り消

し，補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。 

(1) 第２条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。 

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(3) その他教育長が必要と認めるとき。 

２ 前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは，利根町学校給食弁

当代替者対応補助金交付決定取消通知書兼返還命令書（様式第３号）により当

該交付決定者に通知するものとする。 

（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，教育長が別に定める。 

附 則 

この規則は，公布の日から施行し，令和５年４月１日から適用する。 

 


